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   （開議 午前９時59分） 

○議長（佐野芳彦） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成18年第１回太子町議会定例会第５日目

におそろいでご出席いただき、ありがとうご

ざいます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成18年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第３１号 平成１８年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、議案第31号

平成18年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計予算を議題とします。 

 本案については、３月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 12番北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 おはようございます。 

 国民保険税の徴収の考え方について、まず

第１点お尋ねをしたいと思います。 

 ご存じのように、徴収率が年々低下してい

るように思います。決算書によりますと平成

16年度は78.1％、ちなみに平成13年度の徴収

率を見てみますと83.1％という数字が決算書

に示されてあります。ご存じのように、この

国保会計というのは国保税、それから国庫の

負担金、繰入金で成っているのは以前から生

活福祉部長から説明をいただいているところ

でありますが、そういった中、被保険者にこ

の税のあり方を理解を求めて納税していただ

く努力が今以上に必要になってくると思いま

すが、こういった徴収率にどのように取り組

んでいくのか、まず第１点お尋ねしたいの

と。 

 それから、老人保健の拠出金ですが、説明

にあったように前年度分を精算して拠出して

いるのは説明のとおりだと私は思っておりま

す。16年度の決算額というのは相当落ち込ん

でましたから、前年度対比、たしか11.8％の

減で拠出金を出したという説明があったよう

に思うんですが。一方、老人保健の対象者と

いうのは年々増加しているように思います。

そういった分も踏まえ、こういった老人保健

の拠出金の考え方をお尋ねしたいのと。 

 それから、ちょっと細かいことなんです

が、今回款10予備費を新しく置かれたんです

が、この予備費の考え方。 

 以上３点についてお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（佐野芳彦） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、１点目の

国保税の徴収でございますが、これにつきま

しては本来税務課の方で町税の徴収とあわせ

て行っております。ただ、国保税につきまし

ては先日来申しておりますように、滞納があ

れば保険税と相殺させていただくとか収税率

の向上に努めておりますが、高額医療費支払

資金の貸付申請があればそれと相殺させてい

ただいたり、その都度その税の説明をさせて

いただきまして、納税者が納税しやすくなる

ような考え方で相談をさせていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） まず１点、老

健の拠出金の関係でございますが、これにつ

いては平成14年の健康保険法の改正によりま

して、老人保健の対象者の考え方が変わった

ことが今日影響が出てきたということでござ

います。ちなみにこの考え方は75歳以上を老

健対象者ということになりまして、この５年

間の間は昭和７年９月30日以前のお生まれの

方のみの対象者が老人保健の対象者というこ

とで、新規の加入というものは転入者以外に

は考えられず減少の傾向にございます。 
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 太子町でも16年12月では2,783人でした

が、この17年12月では2,648人ということで

135人にということで、全国的に老健対象者

がこういうふうに年齢の縛りによりまして現

在減少中ということ。 

 またもう一点は、従来老健を賄う財源とい

たしまして、拠出金相当で賄う部分が14年改

正前までは10分の７でございましたが、毎年

のようにこれを見直しまして、拠出金の分と

公費、国、県、市町分を従来の７対３を拠出

金分５、公費分５というフィフティー・フィ

フティーの負担割合に変更してまいっており

ます。こういうことで負担すべき額が減って

きたということで、国保としての医療保険者

としての拠出金の額も減ってきたということ

でございます。 

 もう一点、予備費の計上でございますが、

額的なことはいろいろ不透明な面がございま

すが、この医療につきまして加入者の多いこ

ともありいわゆる年度末に近くなりました、

極端に申しますと２月診療分が最終補正で把

握できない部分も今後考えられますので、今

年度におきましては予備費を置かせていただ

いております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 12番北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 それからもう一点ちょっと

お尋ねするのを忘れてたのは、12ページの出

産育児一時金、これの考え方ですけど、ご存

じのように今国会のという多分答弁が返って

きそうだと思いますが、そういうその一時金

について現在どのようなお考えを持っておら

れるのか、もう一つお聞きしておきます。 

 それから、国保税の徴収のあり方ですけど

も、総務部長の説明のとおりだと思います

が、あともう一点、これは余り頼ってはいけ

ないと思うんですが、資格証明書の考え方は

どのように思っておられますか。 

 以上、お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えいたし

ます。 

 今国会で健康保険法の大幅な改正が出され

ておりますが、その中に今日の出産費用額が

実態と乖離しているということで30万円を

35万円に改正すると。実施時期は10月よりと

いうことを伺っております。 

 これを受けまして、各種の保険法について

も改正が同時になされていくわけですが、私

どもの国保での根幹でございます国民健康保

険法も同様に改正されるものでございます。 

 こういうことでございますんで、10月１日

以降の出産ということでございますんで、現

在のところ９月議会に条例改正、あわせて補

正予算をお願いしたいと考えております。 

 それと、資格証明書の考え方ですが、滞納

のあられた方には納税相談をさせていただ

き、正当な理由があるない等の判断での考え

方でやむなく資格証明書を交付させていただ

いております。機械的にやるんじゃなくっ

て、まずこの交付している中には弁明の機会

の法的な機会がございますが、窓口にもお越

し願えず、何らの弁明もなされずにされる方

がほとんどでございます。また、申請なさい

ましても、いわゆるこの除外、弁明に当たる

条件を提示されない例がございましての判断

で交付をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ９番横田六郎議員。 

○横田六郎議員 ２つほど。 

 もう部長んとこに通知が来とんだろうと思

うんやけど、介護保険の税条例の中で税の激

変緩和措置ちゅうのがありますわね。ほんで

こないだきのうの新聞だったんやけども、国

保にも介護と同じ仕組みじゃないけど、２年

間の年金自給者の高齢者ですね、それに対す

る激変緩和策をやるという通知を出したとい

う記事があったんやけども、これは多分この

提案までにはなかったようなんで、そういう

通知を見て今後どのように対処されるんかな

あということが１つと。 

 もう一つは、国民年金の滞納者に対する国
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保資格者に対する有効期限の短縮ということ

がちょこちょこ耳にするんですけれども、太

子町でもこの18年度からそういう仕組みが入

ってくるんかどうか。 

 それからもう一つ、ちょっとつけ加えてご

存じだったらお答えいただきたいんやけど

も、多分国保にやがておんぶにだっこじゃな

いけども、おんぶくらいの程度が来るんかな

と思うんやけども、後期高齢者の医療制度、

これは再来年になるらしいですけども、そう

いう仕組みが部長の方でわかっておったらこ

の際説明いただいたらと思います。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えいたし

ます。 

 まず、高齢者に対します税の改正に伴いま

す関係でございますが、私どもの方には数日

前に県の方から通知がございました。 

 この考え方については、現在国の方で地方

税法の不足の一部改正を準備しておると。３

月下旬にはこれが公布されるであろうという

ことで、そういう見直しがあるという通知の

みで具体的な指示事項については現在届いて

おりませんので、明らかになり次第また処理

させていただきたいと思っております。 

 それから、国民年金保険料の未加入者と国

保税の関係でございますが…… 

（「税と違う、資格や」の声あり） 

 の考え方ですけども、私自身のことで答弁

で申しわけございませんですが、新聞紙上で

読んだ程度でございまして、まだ具体的に担

当の方には届いたように報告を受けてないん

で、これ以上の答弁はちょっとお答えできま

せん。 

 あわせて今期の健康保険法の改正、中で後

期高齢者のあり方について骨格を示されてお

ります。これにつきましてもまだ法の骨格を

知っている程度、また新聞紙上から入手した

程度でございます。法が公布されますと担当

者会等々も開かれてまいりますんで、また後

ほど議会の方にも報告をさせていただきたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいまの議題となっています議案第31号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第31号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第３２号 平成１８年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第２、議案第32号

平成18年度兵庫県太子町介護保険特別会計予

算を議題とします。 

 本案については、３月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 12番北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 提案説明のときに若干触れ

られたかと思いますが、13ページの款５保険

予防事業と包括的支援事業についてもう少し

具体的な説明を求めます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えいたし

ます。 

 13ページの款５の関係でございますが、こ

れについては今回新規に立ち上げた制度でご

ざいます。このたびの18年度からの見直し事

項の一つでございまして、介護保険は従来要

支援、また介護度の判定を受けた方のみの事
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業を行っておりましたが、この介護保険の事

業の中で要介護、要支援になる以前のいわゆ

る虚弱老人を対象とした介護予防事業を行う

ことになりました。 

 具体的には、介護予防事業といたしまし

て、１つはまほろばの施設の中でいわゆる転

倒予防、また骨折予防の教室を開くことと

か、また老人福祉センター利用者の中で希望

者を募りまして、運動機能の介護をもちまし

て介護予防をさせていただく事業を今年度行

わせていただきます。 

 それから、款５の２の包括的支援事業でご

ざいますが、従来予算的には一般会計の方で

計上しておりましたんですが、高齢者の相

談、支援の事業を行っておりました在宅介護

支援センター、この事業を発展的に地域包括

支援センターと衣がえをいたしまして相談事

業、また権利擁護事業等々の在介のさらにメ

ニューを増やした相談等の事業を展開する科

目を設けさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 12番北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 それともう一点、これも新

たに予備費が、款10予備費が新しく予算計上

されてますが、ここの予備費の考え方はどう

いった考えですか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えいたし

ます。 

 この件についても、いわゆる２月サービス

受給者を当該年度で支払う関係上、この最終

補正の編成時には数値的に把握できない面が

ございます。できるだけ３月補正では年間の

サービス料は把握したいわけでございます

が、不測の事態に備えまして予備費をお願い

をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

 ９番横田六郎議員。 

○横田六郎議員 介護施設従事者の離職――

職を離れることね、その割合が他の業種と比

べて割合高いというふうなことが言われてお

るようですけども、太子町の実態はいかがで

しょうか。またわかっておれば理由という

か、そういうことを説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えいたし

ます。 

 事業者の内容でございますが、町の方とい

たしましては特に把握いたしておりません。

ただ、わかりやすいのは社会福祉協議会での

介護サービス事業でございますが、家庭の事

情でやめられた方もございますが、引き続い

て皆さん頑張っていただいております。町内

の他の事業所、町外の施設もたくさんござい

ますが、それぞれのご事情があって離職され

るというような場面も聞いておりますが、内

容については承知いたしておりませんので、

答弁はご容赦を願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第32号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第32号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第３３号 平成１８年度 

       兵庫県太子町老人保健特別会 

       計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第３、議案第33号

平成18年度兵庫県太子町老人保健特別会計予

算を議題とします。 
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 本案については、３月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 12番北川嘉明議員。 

○北川嘉明議員 昨日の某地方紙に老人１人

当たりの医療費が全国で78万円、兵庫県内に

あっては79万4,000円という2004年度の決算

数値ですけども、出てたのをごらんになって

ると思いますが。その記事の中で毎年老人医

療費は前年比増になっているようなことも新

聞にも書いてるんですが。 

 実は、今回の予算、前年度と比較しますと

１億7,689万5,000円少なく、率で11.9％の減

であるということが提案のときに説明があっ

たわけなんですが、この会計の方、仕組みか

らいってそれ以上言うのはなんなんですが、

要は安定した会計であって、また、なおかつ

老人の方が安心して受けられるような仕組み

に十分注意して１年間取り組んでいく必要が

あると思うんですけども、要は実際は予算上

は減っているんですけど、ざっくばらんに言

うたら出来高払いのような感じが強い部分で

ありますので、今後１年間老人保健特別会計

を運用していく上で、そういうところに十分

配慮してやっていただきたいと思いますが、

その考え方をお尋ねしたいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（寺田和雄） お答えいたし

ます。 

 今年度の老人医療費の見込みでございます

が、さきのでお答えしましたように年間

135人も減っているということで人数の減

と、また診療報酬の会計がございまして、今

回どの会計、どの科目も同様でございます

が、一応医療費単価見込みに3.18％の減を見

込みましての医療費の積算をさせていただき

ました。 

 この事業につきましては、高齢化の進行と

ともに健康を害される高齢者も増えてまいっ

ております。また、医療の中身の濃さもそれ

ぞれ変わってきておると思います。 

 この太子町の実例で申しますと、16年度で

は１人71万4,298円の費用でございましたん

ですが、今後ともこの会計とは関連するわけ

でございますが、町民の皆様、とりわけ高齢

者の皆様が一日でも健康でご長寿を過ごされ

ますように、一般会計での保健事業の充実に

努めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第33号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第33号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第３４号 平成１８年度 

       兵庫県太子町墓園事業特別会 

       計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第４、議案第34号

平成18年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予

算を議題とします。 

 本案については、３月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第34号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり福祉文教常
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任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第34号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第３５号 平成１８年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第５、議案第35号

平成18年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

予算を議題とします。 

 本案については、３月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 この下水道事業の中で、工

事請負費は３億3,520万円ということで計上

がされております。説明でも区画整理地内の

下水道管布設とこれまでにやってきたところ

の舗装復旧などの経費ということになるわけ

ですが、予算書の中では150ミリ管の延長が

500メーター、それから下水道跡の舗装復旧

工事費が８万1,000平方メートルと、それか

ら公共ますの設置工事費ということになって

いるわけですが、これらの３億3,520万円に

なる根拠の説明を求めます。 

 それから、新たに目が起こされて合併浄化

槽の、これは条例の制定とあわせて行われる

ことになるわけですが、工事請負費で300万

円が計上されております。委託料についても

保守点検、これは町が管理するということ

で、保守点検委託も出てくることになるわけ

ですけども、公共下水道との関連で公平性を

確保するということでこういう措置になるわ

けなんですけれども、この地域いわゆる今年

は３基程度という予定で上げられております

が、これらの設置に絡む、また今後公共への

接続ということでは合併浄化槽ですから、実

質的には自然水も含めて同じところに排水を

するということが実態だろうと思うんです

ね。そういう中で今後ジョイントをするに当

たっても、今まで溝渠ですとそれぞれが自己

対応をしておったものが、公共管理というこ

とになるとすべてにわたって自己管理から公

共管理、いわゆる町の管理ということになる

のが当たり前ですね。そうなりますと、ジョ

イントする際なんかにはどういう対応を、い

わゆる施設全部が町のものに一応なる仕組み

にするのが今回の趣旨やね。私はそう理解し

とんやけども。そしたら、すべてを撤去した

り、ジョイントするときは撤去も要ります

し、いろいろジョイントのための手続が要る

と思うんですが、それらのことも含めて補完

できるような内容になってるかどうかという

ことと、300万円の１基工事が100万円という

一般的には設置には最近言われているのは

100万円ほどするということは言われとんで

すけども、単純に１基100万円という計算を

したわけですか。世間の動静とかというもの

も計算に入れたことなんかどうか、その説明

を求めます。説明してください。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山口静哉） お答えをさせ

ていただきます。 

 まず、工事請負費の関係でございますけれ

ども、この根拠でございますが、予算の設置

時の積み上げにおきましては、あくまで舗装

の場合は平米当たりや立米当たり何ぼとかと

いうような形の予算計上でございまして、現

実的にはその都度確実な積算は行われており

ません。あくまでアバウトで予算計上をさせ

ていただいておるところでございます。です

から、あくまで管渠の場合、150ミリであれ

ば延長が500メートル、その単価を掛けまし

て予算を計上させていただいとるのが現状で

ございます。 

 それから、合併浄化槽の関係でございます

が、前にもちょっとご説明申し上げたんです

が、現状では14軒程度のおうちがございま

す。通常の浄化槽も設置されとる方もおられ
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ますので、これからお話し合いをさせていた

だいて３基程度はできるんではないかという

予測を立てまして計上させていただいており

ます。 

 それと１基当たり100万円といいますの

は、これは一般標準家庭の単価で約100万円

ぐらいかかるということでございます。家族

構成なりそういう状況によって変わってまい

りますので、それはその実施の段階での変更

になろうかと思いますけれども。そういう形

で予算計上させていただいております。 

 それから、ご指摘の公共の接続のときの対

応という形になりますが、この合併浄化槽の

設置につきましては町が設置をし、管理をい

たします。ただ、次の公共が接続する場合に

は公共ますの設置から奥につきましては、当

然一般家庭におきまして設置していただくと

いう形になりますので、今の町が設置をした

合併浄化槽におきましても撤去につきまして

は個人の方でお願いするという状況になろう

と思います。 

 といいますのは、今の公共の接続の状況も

そうなんですけれども、原因的には通常の浄

化槽を設置されとるおうちもその家庭によっ

て撤去をしていただいて公共ますまで接続を

していただくという対応をとっとりますの

で、接続の際にはそういう対応を考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 このやり方として私はちょ

っと自分だけが理解できないんかわからんけ

ども、今だったら民地に１メーター以内にま

すを設置すると、こういうふうになってます

わね。そのますの設置のところまでそれぞれ

合併浄化槽を設置したらそこへつないで、通

常台所の汚水とかあるいはトイレの汚水とか

というのをつなぐ。そのままつなぎかえれば

ますまで行くということになったら、もう自

己責任というて今言ってるわけですか。後は

多分ます、今同じ条件でつくるんだろう、後

の投資のことも考えて私は言うとんですけど

も、いわゆる１メーターのところからは今度

公共に接続できるような条件のようにいわゆ

る一般排水路に流すんでしょうから、一般排

水路がどういう形で、それぞれのおうちが今

条件悪いところ、公共が行かない、行くと不

効率やというところですから、一般排水を可

能とする水路などに接続をするということだ

ろうと思うんですが。今想定できるのは、延

長がところによっては非常に直接水路がなか

ったりしたら、一定のところを道路の中に今

の下水道工事のような形で誘導せなんだらい

けないところも出てくるんじゃないかと思う

んですけど、そういうところのことは後に二

重の投資が要るようなことにならない工事を

するということが当たり前だと思うんですけ

ど、その辺のところはどういうふうにしてい

くかというのを説明いただきたいと思いま

す。 

 それから、工事請負費の関係では、積算の

根拠はそういうラウンドで計算をして延長管

渠の場合は延長で、舗装の場合は総面積でと

いうようなことなんですが、実際にこれらの

工事を３億3,500万円の中で、舗装とは違い

ますから、管渠の布設で工事をこれから分割

して発注しようと思うんですよね、すること

になると思うんですが、これが一軒一軒じゃ

ないんでしょ。分割すると。分割すると、そ

れには当然管理の係る経費もついてくるし、

工事請負契約に係る積算になってくるという

その計画というのはこの２つそれぞれに、特

に管渠の布設とそれから舗装復旧、どういう

考えでこれに対応しようとするんか。今担当

のところで２つの工事に分けようとしとんの

か、３つの工事に分けようとしとんのかとい

うのは当然計画があってしかるべきだと思う

んですが、その説明を含めて説明を求めま

す。 

 それから、ちょっと前に10ページの揖保川

流域下水道関係の管理負担金、それから徴収

事務負担金というのが揖保川関係では１億

8,700万円、それから使用料徴収事務負担金
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では2,000万円余りを計上しとんですけど、

それぞれの具体の取り組み内容について、事

業内容について説明を求めます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山口静哉） まず、合併浄

化槽の接続地の関係でございますけれども、

先ほど申し上げたんですが、現実的には町は

あくまでも公共ますまでを実施をいたしま

す。それから、中につきましては当然個人に

よって対応していただくわけですけれども、

現実的には、普通の場合は雨水と一般の浄化

槽でしたら分けてやられてますが、合併の場

合は当然雨水は別にして風呂とかそういうも

のを含めて合併して浄化をしていくという状

況になっておりますので、撤去していただけ

ればそのまま公共ますに接続できるという状

況になります。 

 通常の場合、あれもそうなんですけれど

も、現実的には、浄化槽を撤去する場合には

そのまま土で埋めてしまうような状況で対応

をしておるのが通常でございまして、今現状

も公共で接続する場合も、浄化槽を設置され

とるお方につきましては浄化槽の撤去も個人

でお願いをしとるという状況でございますの

で、合併浄化もそういう対応を図るという形

でございます。 

 ただ、その排水につきましては当然近くに

その水路等がございましたら、そこに排水を

させていただくわけですけれども、最悪の場

合は道路側溝なり、そういうところも利用さ

せていただくような状況になろうかと思いま

す。 

 それから、工事請負費の関係でございます

けれども、下水道工事後の復旧工事につきま

しては、ご承知のように今は集落を全体にな

ります。舗装工事の場合は当然完全通行どめ

でその１日かかって実施をするような状況に

なりますので、面積が大きいところにつきま

しては最終的には分割という形にもなろうか

と思うんですけれども、それも設計段階でそ

ういう担当者が判断をして分割してこうやる

か、もう一括で工事を終わらせてしまうかと

いう判断の中で対応しておりますので、今の

段階では個々の部分についてはこれだけの分

割するというところまでは把握をいたしてお

りません。 

 それからあと、揖保川流域の関係でござい

ますが、今回揖保川浄化センターの沈砂池の

脱臭設備工事と中央監視電気工事等がござい

まして、それが3,000万円余りの工事があり

ます。 

 それから、西揖龍域下水汚泥処理事業の償

還、これは前処理場と案分させていただきま

して2,200万円余りを計上させていただいて

おります。 

 それから、徴収事務負担金につきまして

は、これは下水道使用料につきましては水道

の使用料とあわせまして検針をいたしまし

て、水道の使用料にあわせて徴収をさせてい

ただくという形をとっておりますので、水道

使用料と下水道の使用料の案分によりまして

水道事業所の方に負担金を納めさせていただ

いております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第35号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり経済建設常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第35号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３６号 平成１８年度 

       兵庫県太子町前処理場事業特 

       別会計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第６、議案第36号
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平成18年度兵庫県太子町前処理場事業特別会

計予算を議題とします。 

 本案については、３月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 これまで職員の配置という

ことでは、こういうふうに１名、前には２名

を配置をして前処理場の管理費ということで

はこれだけかかってるんだということでやっ

てきたわけですが、ここで見ましても職員１

名分に係る費用というのは給料職員手当共済

それから退手の組合への負担金と、こういう

ふうになってくるわけですが、水道事業との

関連でも下水道の布設と水道事業を整理をし

て部門の整理統合というようなことも言われ

ている中で、この前処理場のあり方という点

では経費計算はそれでいいわけですけれど

も、１名配置をする、全面的に管理は委託を

しとるわけですから、内容的には張りついて

るわけでないし、有効に職員が働くというよ

うなことが大事だと思うんですけども、その

ことについての考え方を整理をしておかない

といけないと思うんですが、その方針につい

て、トータル職員の仕事という意味合いでお

尋ねをしときます。 

 それから、先日も繰出金の関係で伺いまし

たが、この施設を運転をし、また当初から考

えますともともとの設置した水量というのは

4,000トン、１日処理水4,000トンということ

でつくってきたところが、今日は大変な形に

なってきておりますし、処理単価と使用料の

関係も全く乖離をしとるというような実態に

ついて、これが正常、正当という判断をしと

るところに問題があるし、いきなり林田川へ

の放流の問題も先日では内容が確認――確認

という意味ではないですけれども、そういう

こともこれからさらに検討をしていかなけれ

ばならないと。施設の上から見れば、いわゆ

る沈殿させて排水をする機能に早く持ってい

く方が私はええ思うんですけどね。あの程度

の処理なら、前もしがらみの中で水を通しと

けばええじゃないかというて、林田川にしが

らみ編んで誘導して、そしてそこで汚泥をた

めていった方が水が全体としては見た目にも

きれい、そういうようなことがあるんではな

いかということを本席でも言ってきたんです

が、施設内でそういう対応をできるようにし

とかないけないと。その対策も必要かと思う

んですが、その点。 

 それからもう一つは、どうしても当然のこ

ととして前々処理を義務づける。これは行政

ができることなんですね。前々処理とは現実

に今の前処理と変わらないことをするわけで

すから、前々処理をして責任を持って放流を

する、することのできるような水質にして放

流させるというのは責任が原因者としての責

任なんで、そういうことも要求をしとるんで

すが、遅々としてそういう方向には進んでい

ないようです。それをやっていくことがここ

への支出を大幅に抑制することができると私

は思うんですが、その対応策について説明を

求めます。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山口静哉） お答えさせて

いただきます。 

 まず、水道事業所への下水道課の統括とい

うことでございますけれども、前処理場の職

員の仕事につきましては管理委託なりいろん

なことがございまして、１人担当者がそれに

当たっておるのが現状でございます。ご承知

のようにもう処理場自体が非常に傷んでおり

ますので、修理、修理で何とかこうもってい

るのが現状でございまして、そういう一つの

処理もお願いをしょうるところでございます

ので、今後は水道事業所あるいは下水道課の

管理業務がほとんどになりますので、そうい

う意味で統合して職員数もある程度減らすよ

うな形になろうかと思います。 

 将来的には、前処理場会計も下水道会計の

中に包括されるような状況になろうかと思い

ますけれども、それは将来的なことになりま
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すが、そういう考えもあるということでござ

います。 

 それから、今の施設のいろんな部分がある

と思うんですけれども、その対応といいます

か、新たに今の施設を改良して何かをすると

いうことは、そういう一つの事業自体は考え

ておりません。かえって、我々は今のある施

設が壊れたときにどうするかという対応を今

考えております。その場合に当然排水の流入

があるわけですから、それをどういう形で処

理をするかという問題になると思うんですけ

れども、それは県の方ともいろいろと相談を

させていただいておりまして、最終的には流

域に直接流入をさせてほしいという要望もお

話をさせていただいております。これは排水

基準等もございますので、ある程度希釈なり

をして直接流入をすると。 

 それから、今後のその施設をどうしていく

かという新たに設置するということは不可能

でございますので、やはりもうそのまま流域

の方に最終的には流入させていただくような

方法が一番ベターではないかなというように

今現状では考えておるんですけれども。それ

がいつどうこうなるかということは今ここで

は言えないんですけれども、今非常に施設自

体が傷んでおりますので、いつ何どきそうい

うことが起きるかはわかりませんので、その

対応は今既に県の方とも協議をさせていただ

いとるところでございます。 

 以上でございます。 

（「前々処理のあれ、考え方、対応

策」の声あり） 

 従来から議員のご指摘の前々処理というこ

ともございましたんですけれども、今その

前々処理を事業所に義務づけるというふうに

なりますと、それは不可能に近いんではない

かと。事業所がそれを設置するには相当経費

もかかりますし、前々処理をしてその処理が

すなわちそのまま流域にでも流入できるよう

な施設をしないと、かえって前々処理をして

前処理場を経過してそれから流入するという

ことになれば二重の投資というような形にも

なりますので、今の状況ではそういうことは

非常に無理な面があるんではないかなという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私は当然最初からこれ前々

処理というのはやるということから始まって

いるんですよ。だから、それが業者の責任な

んやからね。何も行政の責任じゃない。前々

処理をした水を前処理で受けるということな

んですから、前々処理は当然のことやと。そ

の当然のことを当然義務づけるというのは当

たり前のことをやらないといけないし、今の

前処理場自身が前々処理場の役割を果たしと

るようなことやからあかんということですか

ら、前処理場の中では今の槽を利用すれば沈

殿槽をかえてできるわけですし、その点で言

えば、そんなに投資が要るような事業でもな

いということで、工夫をして実質的な処理を

していることを省くような形に持っていくこ

とも必要な施策でないかと。これだけの血税

をつぎ込むには値しない。私はそういうこと

を言うとんです。そんなことをやって、これ

らの実質的なむだを省かないといけない。そ

ういう面で主張しとるわけですね。だから、

当然の仕事としてやっていくことが行政の今

の健全財政を確立するということにイコール

になってくる仕事と違いますか。その仕事を

しないというのは一番悪い。私はそない思う

んで。それと、業者も当然のことながら前々

処理をするというのは法律からいうても当然

のことですから、前々処理で後に処理の負担

がかからないような水にして流すということ

だと思うんですよ。 

 それから、職員の関係も、見れば1,000万

円ほどの経費がここにオンされるかマイナス

されるかによっても違うと思うんです。その

職員が全体の仕事についた方が行政を推進す

る上で大事なことではないかと思うんで言う

とんですけど、違ってますか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山口静哉） 職員の関係に
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つきましては、前処理場に１名設置いたして

おりますけれども、実質的にはやはり下水道

の管理の方の業務も行っておりますので、１

人がすべてを前処理場を見とるというわけで

はございません。そういう状況で仕事はして

おります。 

 それから、当然業者に前々処理なりいろん

なこと設置をしていただいて、処理場経費を

安く上げるということも必要なことだろうと

思います。 

 先ほど言いましたように、前々処理をして

なおかつ処理場を稼働させるんであれば、結

局は同じようになるんではないかなというよ

うな要求になるわけですね。 

 ですから、沈殿槽だけでそのまま流域に流

入できるような状況になるんであれば、それ

はそれで経費もある程度安く上がるような形

になろうかと思いますけれども、それではち

ょっと無理な面があるんではないかなという

ふうに思います。 

 先ほど言いましたように、何とか今の処理

場でできるだけ経費を安くということで、管

理経費も毎年話し合いの中で落としていって

おります。今の経費の節減を図る上では、そ

れぐらいが今の状況では精いっぱいというの

が現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 私はろ過方式は何とかやめ

た方がええと。その程度のもんやということ

を言よんです。だから、沈殿処理して上水を

流域に投入すると。そのためにはあっこに槽

があるんですから可能やと。だから、ろ過す

るというところに委託料の関係も出てくるわ

けですし、しますと大きく違ってくることに

なりませんか。 

 それから、希釈のためには若干の水は要る

かもわかりませんね。どの程度の水が要るん

かわからんけど、希釈して流すというのが行

政がやることかどうかということはあるけ

ど。流域で処理をするんですから、その点は

可能な、いわゆる今もｐＨ調整をやったりい

ろいろしてるし、薬剤も使ってるわけですか

ら、それらを含めてどれだけの経費計算がで

きていくかによって違ってくる思うんです

ね。水質分析をしたらそうなってくる可能性

もかなり高いんじゃないかなと思うから、今

のろ過方式を全面的にやめれば変わってくる

と、私は思うんですよ。ほんで今の排水、取

水の程度だったらできると思うんで言よんで

す。だから、その辺のところを研究して進め

ていかないといけないんじゃないかなと思う

んで、再度確認したいと思います。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（山口静哉） お答えさせて

いただきます。 

 まず先ほど言いましたように、この処理場

が動かなくなったときの状況を我々はどうい

う形で対応するかということを今まず考えて

おります。先ほど言いましたように、そのま

ま流域に流入させていただければ一番ありが

たいというふうな気持ちでおります。 

 今先ほどからお話がございますように、最

終的には２件の業者の方がご使用いただいと

るわけでして、まだ水量にしましても非常に

少なくなっとるというのは現状でございます

ので、ある程度希釈をして流域には流入でき

るんではないかなというふうに今思っとりま

すので、処理場を動かさないのが一番経費の

節減になるわけですので、できればできるだ

け早い時期にそういう状況になればというふ

うに、期待したらいかんのですけれども、そ

ういう状況を今待っとるのが現状でございま

すので、あえて今そういう事業をするという

ことは控えたいというふうに今は考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第36号



－215－ 

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり経済建設常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第36号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第３７号 平成１８年度 

       兵庫県太子町水道事業会計予 

       算 

○議長（佐野芳彦） 日程第７、議案第37号

平成18年度兵庫県太子町水道事業会計予算を

議題とします。 

 本案については、３月２日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 水道事業会計で比重を占め

てくるのが、これまで下水道の面整備にあわ

せて埋設管の改良ということで工事をしてき

たのが大きなものであり、一つには受水費が

あるわけですけども、受水費の県企業庁から

の受水というのを制限していくことが、ひい

ては太子町の水道原価を下げることになると

いうことで、それぞれの自治体では背に腹は

かえられんような取り組みをしていかなけれ

ばならないということで受水費の節減、それ

からもう一つは、過大ないわゆる水需要に対

応するような先行投資は差し控える。こうい

うことが県水が各自治体なんかに供給してい

るものも過大なところから始まって押しつけ

があるわけですが、本町の今度は給水の関係

でいっても、過大な見積もりということは避

けるべきだと思います。そういう点では、東

芝、キャノン、それぞれのいわばこれからの

企業に供給をする水の見通しというものがし

っかり立って、それが当然の約束としてそれ

だけの水を受水するというようなことでなけ

れば、先行投資した分がマイナスになってく

ると。こういうようなこともあるので、それ

らについてしっかり見きわめるということが

大事だと思うんですが、その点説明をいただ

きたいと。いわゆる水道使用料でも今回上げ

てあるものについて収益的収支の見通しもし

っかり立ててほしいということが一つ。 

 それから、工事請負に関係するもので、こ

れまで一般会計とか下水道会計に絡む工事請

負費ではいろいろ言って、また水道事業でも

言ってきたわけですが、ここは指名競争とい

うような形をとっておる。その指名競争入札

の中で、私はやっぱり絶対にやめなきゃなら

んのは丸投げに等しい下請をさせない。それ

は行政がやれることですからやるべきだし、

ほんで工事の進捗もチェックが十分効いてる

とは言いがたいと思うんで、年度末になっ

て、この間も言いましたけども、もつれ込ん

でいくようなことがないように手当てが講じ

られるかどうか、それも大事なことでござい

ますので確認をしたい。その工事請負の中で

は、同じ工事に入札参加した者がそこで下請

をする。それもままあることですから、それ

こそ許しがたいことでありますから、それも

避ける。初めから同じ工事に行くんなら、私

が聞いてるんでは本次工事の中でも14％元が

カットして次に、下に渡したとかというよう

なことも耳に入ってるんですが、それらは行

政には全然そんなことは入らん。入らんから

メスを入れようとしないんじゃないかと思う

んですが、これで受けたんやというようなこ

とが語られてるんで私は言よんですよ。事実

関係も調査されたらいいと思うんですけど

も、現実にそんなことがある。前には20％と

いうこともありましたということ言いました

けれども、そんなことをそれぞれ言うわけで

すから。それなら最初から、それで高値落札

に皆なってるわけですからね。それがひいて

は水道料金に入るんではもう住民としては断

じて許せんと思うんで、その点伺いたいと思

います。 

○議長（佐野芳彦） 水道事業所長。 
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○水道事業所長（西村隆志） たくさんのご

質問をいただいて、順次ご回答申し上げたい

と思います。 

 第１点目の、県水の受水という形の件があ

ったかと思います。これにつきましては、現

実に県との給水協定という形で取り組みをさ

せていただいとるところでございます。 

 ご存じのように、日最大2,000トンベース

にしてるところでございまして、太子町にお

きましても実際には制限水量という形の最低

限の形での水量でございます。これにつきま

しては、今ご指摘のように単価が相当高く設

定という形がございますけれども、この単価

の設定につきましては県下いろいろな施設整

備の中での平均151円余り、平均単価と思う

んですけども、これをベースに設定された金

額でございます。太子町におきますと、それ

が160何ぼに変わるという形でございます。

これは給水量の問題で変わってくるんじゃな

いかなと思います。 

 しかしながら、この県水の受水につきまし

ては極力抑えるという形は取り組んでいると

ころでございます。 

 ２点目の先行的投資という形での取り組み

はという形でございまして、これにつきまし

ては先ほどご指摘のように、先行投資という

形につきましてはこういう水事情を踏まえな

がら取り組んでいくことが大切なことでござ

います。 

 しかしながら、過大投資という形は十分検

討しながら避けて取り組んでまいりたいと考

えます。 

 その中で今回ＳＥＤの問題をご指摘いただ

いたんですけども、これにつきましては今の

段階では最終的にこういう水の需要、これぐ

らいという形の提示も正確にいただいており

ません。そういう状況の中でそういう水需

要、十分検討しながら事業を進めてまいりた

いと考えております。 

 今回給水量という形で工場用の関係の取水

量、相当増額させていただいております。こ

れにつきましては、企業の方から今年度の使

用予定という形の申し込みをいただいた部分

での水量の予定でございます。 

 それと、使用料の見通しという形もあった

かと思います。これにつきましては、今後企

業が設備、また社会情勢の動きの中での需要

も伸びる部分もあるんかと思います。これに

つきましては、十分協議しながら使用料の見

極めはしていきたいと考えております。 

 それと、５点目の指名に伴います工事の件

でございます。今の進捗状況という形の中身

もあったかと思います。これにつきまして

は、工期どおり終わっている部分、また現に

工期延長させていただいた部分もございま

す。これにつきましては、工期内に完了とい

う形の取り組みをしていきたいと考えており

ます。 

 それと、丸投げの言葉もいただいたわけで

ございますけれども、これにつきましては当

初契約の中で一部下請の届け出等につきまし

ては十分精査しながらしてきたわけでござい

ます。これにつきましても、十分今後も精査

しながら取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 現場踏査すればわかる話や

ね、一番しまいの丸投げのことは、すぐに。

もうどこの現場見ても、みずからしょうると

ころと別の者がしようるとこは完全に別のも

のがしょうると。何も１業者だけの問題では

ないですからね。だから現場へ行けばすぐわ

かる話ですし、ほとんど下請で全面に近いで

すからね。一部下請じゃないですよ、もう全

面下請と一緒です。 

 先ほども言いましたように、常識的にはど

うもその話としては10％ずつ下請、又請いき

そうですけども、今日の段階では14％もあ

り、20％もあると。こんなことを言ってる。

業者自身が言って３者話をしようるわけやか

らうそもないでしょうし、そんでまた自分と

この又請したものが10％、14％、20％切った

ら、それでまた次の者に渡したらさらに10％



－217－ 

切って渡すとかというような形になるという

ことは前にも言いましたとおりです。そうい

う経費はなぜ起こるかというたら、１つは避

けなきゃならんのは、同じ工事に入札した者

が下請する。これはもう絶対にあかんことや

と。いかなる下請もそれはもう部分部分とい

うことの拡大解釈が全面に近い、同じような

全面と変わらないような形に実体的になって

おると。だから、入札に参加して落札したら

ぽんと渡せば10％はもうかると。何にもせん

と。これがそこの業界の常識みたいになっと

んじゃないですか。よう調べたらわかる話な

んです。だから、それはきちっと調べて今後

に対応するということが大事やし、そういう

ふうに仕事はできるような単価が形成されと

ると、設計金額が。おかしいんですよ。もっ

と整理がつくはずだ。下請で、又請で80％で

行くんやったらそういうことが実際に流れて

いることですからね。そしたらそれだけの経

費はかからないはずやと私は思うんですよ。

そういう点で伺ってるんで、はっきりさせて

いただきたいと思うんですね。 

 県水の関係ではだんだん県の企業庁のやり

方、県のやり方が問題になって、先日養父市

の八鹿ダムが取りやめということでなりまし

たわね。発表しました。発表するまでに時間

がかかったようですけども。地元からはもう

何ぼ言われてもそんなことおかしいというこ

とでなって、地元からもとうとうもうやめて

くれということになって、県が渋々やめると

いうことになって。過大見積もりなんです

よ。水需要もないのにつくろうというわけや

からね。だから、ここのもそうですよ。過大

に見積もってつくったもののツケを回しょう

るからや、そないなツケをこっちに回しても

らうんと違うということでいくべきだとい

う。それでここの経営はここで経営するんだ

から、受水費用を抑制するというのは大事な

ことになると。違いますか。ここの経営です

からね。そういう点を私は言っとんで、少な

くとも対応をすべきやと、こう思うんですが

いかがですか。 

○議長（佐野芳彦） 水道事業所長。 

○水道事業所長（西村隆志） 県水の関係で

ございます。これにつきましては、先ほど言

われましたように前の所長も十分説明したか

と思うんですけれども、県への申し出、要請

等には十分しているところでございます。 

 しかしながら、現実的にはそういう状況に

至ってない状況でございます。 

 しかしながら、この県水を取るという一つ

の流れの中で、太子もそういう水需要どうし

ても必要やという申し出の形での中での加入

だったんじゃないかなあというふうに思って

ます。現実には今の状況は水需要が若干自己

水の余裕があるという状況での流れでありま

して、県水につきましては最小限という形の

給水はしておりますけども、そういう団体等

の流れの中で十分協議しながら申し出はして

いきたいと考えます。 

 それと、契約の件でございますけれども、

これにつきましては業者には今後十分指導、

また現場把握等努めてまいりたいと考えま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 16番桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 県水は、とりあえず皆あの

当時の会議録も見てもらったら結構なんやけ

ど、とりあえず太子町はどの程度要るかとい

うことを知りたいんやと言うてきとったんで

すよ。1,000トンということでとりあえずは

申し込みせにゃしょうないかというようなつ

き合い的なものでしたんや。それぐらいの代

物だったんですよ。それを全部よせてこんだ

けやったんやと言うてつくった結果のツケな

んですよ。だから、しっかり事業者が整理を

しとかなんだらあかなんだ。本当にこれだけ

要るんか。ほんで自己水源の開発が次々進

む、そういう中での県から見れば需要、どう

なるかというようなことをしっかりやらなか

った結果、その責任だけが詰められてそれぞ

れに負担を強いてきとんやから、自己水源の

開発も含めた取り組みというのはそれぞれの

企業としては取り組んで当たり前のことです
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からね。そういう面で当初のことを言われる

と、私もそういう中村町長時代でした、もう

古い話です。そんな協議があってしとるわけ

ですけどね。だから、その事情も覚えている

から言えるんです。とりあえずの問題が当た

り前になっとると、それが過大なダム建設に

なって、その経費がかかってきとると言うと

んですよ。だから、その責任はどこにあるか

というたら県の方にあると。だから、県に対

して言わなきゃならない、高い高い水を供給

するんじゃないということではっきりさせて

おかないとどことも困るし、本町は実に今困

っとるわけですから。それが財政健全化の方

向でもありますんで言ってるわけです。 

 契約関係は、しっかりやるということがな

かったらそりゃ話にならんと思うんですね。

業者に指導というより、現実に前から言って

ることが今も行われてくるくる回っとるだけ

ですからね。そういうわずかな業者の中でそ

ういうことがあるからそうなってくるし。あ

り方はもう完全に改善してもらわないと、高

値落札の分をつけ回しされることは許せない

ということを言っとんですよ。その辺は契約

担当のところの、それから町長、助役聞いと

るようやけど、どないなんかいね。その辺の

けじめをつけないとあかん話ですよ。水道は

助役に直接関係ないけども。その辺どうなん

ですか。 

○議長（佐野芳彦） 助役。 

○助役（八幡儀則） 法律上といいますか、

もちろん丸投げについては禁止されておりま

すので、私どもそういったことはないという

ふうに思います。 

 ただ、一部下請の中で実態が今議員がおっ

しゃるようなことがあるんであれば、これは

本来あってはならないような状況だと思いま

す。制度の中で何か規制といいますか、そう

いうことができるようであれば、そのような

ことも含めて入札のあり方の中で検討してい

きたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

（「もう一点」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 水道事業所長。 

○水道事業所長（西村隆志） 県水の件でご

ざいますけれども、これにつきましては先ほ

ど来同じことの答弁になろうかと思いますけ

ども、各自治体、本当に苦しい部分も各団体

も一緒かと思います。これにつきましては一

つ県に対しての申し入れという、十分取り組

んでまいりたいと考えます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第37号

は、会議規則第39条の規定によって、お手許

に配りました議案付託表のとおり経済建設常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第37号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

 以上で本日の日程はすべて終了しました。 

 お諮りします。 

 ３月11日から３月23日まで、委員会審査の

ため、本会議を休会したいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、３月11日から３月23日まで、本

会議を休会することに決定しました。 

 次の本会議は、３月24日午前10時から再開

します。 

 ３月24日の本会議は、改めて開催通知はい

たしませんので、ご了承願います。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午前11時18分） 

 


